
アスベスト被害の解決を
 

大工等の建設職人の方のアスベスト被害に関する重要な判決が、８月２８日、９月４日と連続して、東京高等裁判所、東京地方裁判所でそ
れぞれ言い渡されました。
現在、国や企業に対し解決を求め交渉をしていますが、「係争中なので対応できません。」との回答を繰り返されています。１０年以上、
ずっと同じ回答です。
同種の建設アスベスト訴訟で提訴後に亡くなった原告の方の人数は２００人を超えています。亡くなった原告の方々の「生きているうちに
解決を」という願いは叶いませんでした。

１０月２２日、最高裁で弁論が開かれ、その後まもなく建設アスベスト被害について、はじめての最高裁判決が言い渡される予定です。
被害者の無念を晴らすような解決を強く望んでいます。

 

弁護士　竹内　和正

 

まさかの五十肩？
健康だけが取り柄だと思っていたのですが、50歳になって、
不意の左肩の痛み。

高校時代、ほとんどウォーミングアップなしで、
ピッチャーでも投球できていたので（右投げ右打ち）、
まさか左肩に痛みがはしるとは・・・

ワイシャツや上着に左腕を通すことも難儀しています。
夜中に痛みで目が覚めることも。
半年経過しても、痛みが治まることはありません。

みなさん、くれぐれも健康にはご留意を。

https://saitamasogo.jp/archives/87367
https://saitamasogo.jp/archives/87273


 

弁護士　伊須　慎一郎

 

 

８月は戦争と平和を考える
８月は戦争と平和について考える月にしています。
「ああ、ひめゆりの塔」「ガダルカナル」、ナベツネさんの番組は見そびれましたが、彼も戦争は大嫌いだそうです。昔の政治家は体験に
基づいて戦争に対する反省があったとのこと。戦争体験のない日本の指導者はホントに怖い。
まずはその悲惨さを学び、語り継ぐ努力が、必要と思います。

弁護士　高木　太郎

 

今年の夏
新型コロナによる緊急事態宣言での裁判期日の取り消しと、今も続く巣ごもり、例年以上の長い梅雨、ようやく開けたと思ったら一気に猛
暑日の連続。
そうした環境の変化になかなか身体がついていけません。
我が家の狭い畑の「インゲン」と「ナス」たちも、いつもの年とは異なり、実の付く場所が枝が伸びた先の高い場所に偏るなどで少し戸惑っ
ているようでした。
それでも、何とか今年も採れたての味を少しは楽しむことができました。
来年はもう少しゆったりとした気持ちで、庭に出てビールでも飲みながら採れたてを味わうことができるようになったら何と幸せか、など
と思ってしまう、異常な今年の夏です。

弁護士　梶山　敏雄

https://saitamasogo.jp/archives/87181
https://saitamasogo.jp/archives/87073


 

 

夢は夜ひらく
コロナの感染拡大に伴う休業や失業等により生活に困窮する人が急増している。私たちは、全国の法律家、労働組合等と連携して全国一斉
「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」を実施してきている。相談は、様々な仕事で働く人から寄せられ、
居酒屋、キャバクラ、スナックなど、夜働く人からの相談も多い。

テレビでは、経産大臣や都知事が「夜の街」の感染が拡大していると盛んに繰り返している。「夜の街」。この言葉には人間が見えない。
本当は、朝早くに仕入れをし仕込みをして暗くなると赤提灯を灯すオジサンだったり、子どもに惨めな思いをさせたくないとダブルワーク
で必死に働き店に出るシングルマザーだったり、ブラック企業で搾取され借金を抱えてようやくソープランドの仕事にたどり着いて収入が
安定した青年だったり、潰れそうな店を長年やりくりして酔っ払いに愛されるバーのママだったり。そういう１人ひとりの小さいけれど大
切な人間の顔や生を見えなくする無機質な言葉だ。一括りにして人々から想像力を奪い、自分とは違うと思わせる言葉。分断を生み、切り
捨てる道具となる言葉。

先日、NHK・BS「”はぐれ者”たちの新宿歌舞伎町」を観た。学生運動の後。新宿で踏みつけられてもはい上がって４５年間麻雀店を
営んできた女性店主のドキュメンタリー。新宿御苑を歩き、いつもの場所で足を止める。「この生き物のオアシスは、人と自然の力のバラ
ンスでできあがっている環境で、採集などの影響により、たちまちに復元能力がうまく働かなくなる」と書かれている。読みながら、たち
まち崩れて変化してしまうのは、人の街も同じだと語る。「新宿っていうのはさ。どっかの街で負けてきてそれで新宿に来て、そしてなん
かそこで生きる希望をね、見出して、そして生きたっていう、そういう人たちが、私もそうかもしれないけど、そういう人たちがすごく多
いのね。」「大きな力によって、こういう隙間で生きなきゃいけない人たちやなんかを追い出してはいないんだろうけど、そのような方向
に来ているわけよね。」「どうかね、一種類の優等生のピカピカな街にならないで多様性をもったものを大事にして、そして、片隅でしか
生きられない、隙間でなきゃ生きられない人たちに必ず光を当てて、そしてこの連鎖によってね、そうじゃなきゃ、新宿の街っていうのは
成り立たないんですよ。」。

コロナ禍は、「経済」に偏り、人間と自然のバランスを壊してきた私たちへの問いかけだと思う。「夜の街」と言うなら、街に生きる１人
ひとりの人に光を当てて、知恵を絞り、力を尽くし、自分の命と同じように、多様な命を支えるべきだ。そうでなければ、夜の街から昼間
の街へ、「コロナで死ぬことより、いかに毎日を生き抜くか」を考えるほかない人から、ソファでティーカップを手にする者の足元へと感
染は広がっていく。連鎖の中で、利己的でも、自己責任でも生きられない社会で、「人間の街」をどう成り立たせるか、今、この社会に生
きる人間の真価が問われている。「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」（フリーダイヤル０１２０－
１５７－９３０）は、８月８日（土）、１０月１０日（土）１０時から２２時まで実施します。お困りのこと、是非、ご相談ください。

https://saitamasogo.jp/archives/87024
https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=19538
https://saitamasogo.jp/archives/87006


(弁護士　猪　股　　正）

【関連動画等】
圭子の夢は夜ひらく／藤圭子 – YouTube
三上寛 夢は夜ひらく – YouTube

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

全国一斉8／8「コロナ災害を乗り越える－いのちとくらしを守
る なんでも電話相談会・第3弾」（フリーダイヤル）のお知らせ
（拡散のお願い）

「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」【第３弾】実施のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。未だに特別定額給付金などの政府の支援策が届かない人や、福祉の窓口から追い返される人、政府が新たに創設した休業支
援金などの申請の仕方がわからないなど、全国で、多くの人が様々な悩みを抱えています。

　そこで、引き続き、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記要領にて、電話相談会【第３弾】を開催いたします
（今後、第４弾・10月10日（土）も実施します）。お気軽に、ご相談ください。

【日　　時】　8月8日（土）午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
　　　　　　　上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。

https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://www.youtube.com/watch?v=bynoUmokWaI
https://www.youtube.com/watch?v=4wTQlb5KUJU
https://saitamasogo.jp/archives/87006
https://saitamasogo.jp/archives/87006
https://saitamasogo.jp/archives/87006


・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。

【地域と会場】全国各地に会場設置
【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
　　　　　　埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など

＊チラシのダウンロード→　こちら

海鮮パエリアを作ってみました
普段全く料理を作ることはない私ですが、新型コロナウイルスの影響で、家で食事をする機会が多くなったため、思い立って海鮮パエリア
を作ることを決意しました。

まず、材料の先頭に「ムール貝（またはあさり）」と書いてあったので、スーパーをはしごしましたがムール貝を見つけることはできず、
結局あさりを買うことになりました。

 

次に、作り方の冒頭に次のような記述があります。

「１、ムール貝は砂をはかせておく。エビは背わたを取り、イカはした処理をして食べやすい大きさに切る。」

・・・全く意味が分かりません。

「砂をはかせる」とは何なのか？エビの背わたはどうやって取るのか？そもそもエビの背わたとは何なのか？
イカのした処理とは？「食べやすい大きさ」とは何ミリのことなのか？？
そのような疑問を１つ１つネットで調べて解決していき、２時間以上かけて海鮮パエリアを完成させました。

自分で作ったからという要素も多分にあるのでしょうが、かなりよい出来でした。
自分の気力がもてば、また料理に挑戦したいと思います。

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2020/07/c4615e4cf6b8c876e300d32d89b7d9e7.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/86975


※最近、タサン志麻さんの料理本をよく読んで研究しています。

弁護士　鴨田譲

 

 

コロナと労災（弁護士　鈴木　満）
労災保険制度において、労災として認定するかどうかは労働基準監督署や労働局など行政の判断になります。そのため、労災申請にあたっ
ては、その時々の、労災についての行政の考え方を知ることは有意義なものです。そして、この行政の考え方を知る一つの方法として、厚
生労働省からの通達があります。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染の労災補償の考え方について、令和２年4月２８日に通達を出しました。この通達の中で
は、いくつかの職業について、労災認定に関する一定の指針が示されています。

例えば、医療従事者や介護従事者が感染した場合は、仕事以外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災の対象となると
しています。

また、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務などの顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
に従事している人が感染した場合には、業務に起因したものとして労災と認められるか否かは、個別に判断されるものの、仕事により感染
した蓋然性が高い、としています。

実際に新型コロナウイルス感染症の感染が労災として認定された例としては、医療従事者の他にも、バスガイドやマッサージ師、土木作業
員といった職業があるようです。
労災保険の給付を受けることができるかどうかは、労働者の生活に大きな影響を与えます。

新型コロナウイルス感染症の感染が、顧客からうつったものかもしれない、仕事中に同僚からうつったものかもしれない、と思われる方は、
積極的に労災申請をすることをお勧めします。

弁護士　鈴木　満

https://saitamasogo.jp/archives/86927
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001060285.pdf
https://saitamasogo.jp/suzukimitsuru


マスク
外出時にはマスクをして出かけるのがすっかり習慣になりましたが、
少し前までは、一定の場面においてマスクを着用したままでいるのは失礼だという風潮が結構あった気がします。

数年前のことですが、当時私は妊娠中で感染症予防のため外出時には必ずマスクを着用するように、と医師から指示されていました。
当時、裁判員裁判が係属中で、自身が発言するときはマスクを外していましたが、そのほかの時間はマスクを着用したままでいました。
そうしたところ、裁判員の一人が、「裁判中に弁護人がマスクをしたままなのは失礼だ」という趣旨の感想を述べていたと裁判官から指摘
されました。
裁判官もその意見に同調するような雰囲気だったので、そのときは謝罪しましたが、ちょっと複雑な気持ちになったのを覚えています。

それが今や、マスクの着用を拒否した弁護人が、裁判長から咎められ、審理が２時間ストップしたということがニュースになっていました。
時代が変われば常識も変わるものです。

しかし、話し手の表情、話し方、声の張り方、その熱量など、会話にはマスクをしていては伝わらないたくさんの付随した情報があります。
ただ、声が聞こえれば良いというものではなく、他の人の話を聞いているときの当事者の表情なんかも裁判では重要になってくる場面もあ
ると思います。
とくに刑事裁判は、被告人の人生がかかっている場ですから、妥協は許されず最善を尽くしたい、と考えるのは当然です。

するのが、あるいは、しないのが「失礼」「違和感がある」とかいう、根拠の乏しい同調圧力ではなく、各場面においてメリット・デメリッ
トを考え、
他に取れる策がないか等、検討・対応していかなくてはいけない時代になったのかなと思っています。

あ、でも、きちんとお化粧をしていなくても、マスクでごまかせるような気がするのは、ちょっと良いところですね。

弁護士　南木　ゆう

 

インターネット自粛宣言！
大阪モデルや東京アラート、パンデミックにロックダウン、クラスターにオーバーシュート。
なんだかもうよくわかりません。

声の大きな人たちの不確かな意見ばかり聞いていて疲れてしまいました。

https://saitamasogo.jp/archives/86916
https://saitamasogo.jp/archives/86860


なので、特に誰からも要請されていませんが、これからしばらく、僕は個人的にインターネット活動（主にネットサーフィン）を自粛しま
す。

弁護士　竹内　和正


